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平成２３年１２月 教育委員会定例会（甲）

開 催 日 時 平成２３年１２月２２日（木） 午後２時００分～午後２時４１分

開 催 場 所 市役所５階５０５会議室

出 席 委 員 伊藤文代委員長

森井良子委員長職務代理者

山田大輔委員

高槻成紀委員

阪本伸一教育長

説明のための出席者 関口徹夫教育部長

内野雅晶教育部理事兼指導課長

有馬哲雄教育部理事（生涯学習・体育）

滝澤文夫教育庶務課長

鶴巻好生学務課長

赤坂慶太学務課長補佐

白倉克彦指導課長補佐

阿部裕生涯学習推進課長

小島淳生体育課長

深谷達中央公民館長

松原悦子中央図書館長

島川浩一教育部参事

佐藤晴美指導主事

書 記 伊藤祐子教育庶務課長補佐、根岸玄教育庶務課主事

傍 聴 者 ０名

午後２時００分 開会

（開会宣言）

○伊藤委員長

ただいまから教育委員会１２月定例会を開催いたします。

（署名委員）

○伊藤委員長

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は森井委員長職務代理者

及び私、伊藤でございます。

次に、非公開にて取り扱う議題を決定したいと存じます。
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本日の議題のうち、教育長報告事項（５）及び、議案第５６号から第５９号までは、人事案件

または個人のプライバシーを含んだ内容でございますので、これらにつきましては非公開にて取

り扱いたいと存じます。

お諮りいたします。

ただいま申し上げました議題について、非公開にて取り扱うことに賛成の方は挙手願います。

－賛成者挙手－

○伊藤委員長

挙手全員でございますので、非公開と決定いたしました。

それでは、本日の議題に入ります。

（教育長報告事項）

○伊藤委員長

はじめに、教育長報告事項を行います。

教育長報告事項（１）市議会１２月定例会について。阪本教育長からご説明をお願いいたしま

す。

○阪本教育長

教育長報告事項（１）市議会１２月定例会についてを報告いたします。資料№１をご覧くださ

い。

市議会１２月定例会は、１１月２９日から開催され、１２月２０日の本会議最終日をもって閉

会となりました。

以下、教育委員会に関係するところにつきまして、日程を追って報告いたします。

１１月３０日から１２月２日までの３日間には一般質問がございました。一般質問は２５人の

議員から６６件の質問が出され、うち、教育委員会に関連するものが、１８件でございました。

これらの内容につきましては、資料 No.１にてご確認ください。

１２月６日には生活文教委員会が開催され、「小学校給食の基本方針 保護者説明会につい

て」の事務報告が行われました。

以上でございます。

○伊藤委員長

次に、教育長報告事項（２）寄附の受領について。阪本教育長からご説明をお願いいたします。

○阪本教育長

教育長報告事項（２）寄附の受領についてを報告いたします。資料№２をご覧ください。
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〔Ⅰ〕は、集会用テント一式、一文字幕及び袖幕を、小平第三中学校ＰＴＡ様より、小平市立

小平第三中学校への指定寄附としてご寄附いただいたものでございます。

〔Ⅱ〕は、折りたたみイス３０脚を、株式会社ジャパンケア小平仲町地域支援、稲田雅成様よ

り、小平市立小平第二小学校への指定寄附としてご寄附いただいたものでございます。

この場をお借りしてお礼申し上げます。

以上でございます。

○伊藤委員長

次に、教育長報告事項（３）小平市教育委員会後援名義等の使用承認について。阪本教育長か

らご説明をお願いいたします。

○阪本教育長

教育長報告事項（３）小平市教育委員会後援名義等の使用承認についてを報告いたします。資

料№３をご覧ください。

今回報告いたしますのは、５件で、いずれも例年、もしくは昨年度も承認しているものでござ

います。

以上でございます。

○伊藤委員長

次に、教育長報告事項（４）事故報告Ⅰ（１１月分）について。阪本教育長からご説明をお願

いいたします。

○阪本教育長

教育長報告事項（４）事故報告Ⅰ（１１月分）についてを報告いたします。資料№４をご覧く

ださい。

１１月の事故報告Ⅰ交通事故、一般事故につきましては、資料 No.１のとおりでございます。

詳細につきましては、内野教育部理事から説明させます。

○内野教育部理事

それでは、事故報告Ⅰ、資料 No.４に基づきまして報告申し上げます。１１月分につきまして

交通事故が管理外で小学校２件、中学校１件ございました。交通事故、とりわけ自転車の事故に

つきましては、学校に対して厳しく注意喚起をしているところでございますが、①と③が自転車

に関係しており非常に残念に思っております。それではまず①でございますけれども、小学校３

年生男子児童が、自転車でかかりつけの病院に行く途中に、駐車場に入るために低速で右折して

きた乗用車と接触し転倒しまして、左足大腿部を打撲したということでございます。学校では直

ちに学級指導の徹底、翌週の全校朝会では自転車の乗り方に重点を置いた指導を行っております。
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また今月の安全指導の時間などでも、交通安全全体につきまして指導を行っております。

続いて③になりますが、中学校でございます。中学校２年の男子生徒が、所属しております地

元の軟式野球のスポーツクラブの練習のために、萩山グラウンドへ自転車で移動している途中、

交差点でバイクと出会い頭に接触したということです。転倒しまして左足の膝と右足の擦り傷と

いうことでございます。自転車の利用については特に中学校で注意喚起をしているところでござ

いますけれども、やはりこのような事故が起こっております。このスポーツ団体の責任者の方に

も交通安全のことについて現地でお願いをしております。また学校としましても全職員に改めて

このことについての共通認識を図り、交通安全、事故防止についてさらに指導の徹底を図ってい

るところでございます。

続きまして一般事故でございます。小学校の②でございます。小学校４年生の女子児童が休憩

時間中に自分の教室から廊下に出たところ、左側から急ぎ足で移動してきた男子児童と衝突いた

しました。この女子児童は眼鏡が曲がってしまうほどの衝撃を受け、そしてその曲がった眼鏡が、

左目の下の部分に当たりまして眼底骨周囲の一部粉砕、またその他の骨の一部骨折ということが

生じております。最近校内の廊下での出会い頭のけがが非常に多いと感じておりましたので、１

２月の校長会議では、この１年間の校内での同類の事故をまとめまして、改めて注意喚起をいた

しました。

事故報告Ⅰについては以上でございます。

○伊藤委員長

それでは、ここまでの教育長報告事項につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。

○森井委員長職務代理者

ただいまの事故報告Ⅰの中でご説明がなかったのですが、⑦は順番を待っている時にピアノの

下でピアノの音を聞き、下から出ようとした時のけがということですが、どういう状況であった

のかを教えていただきたいと思います。

○内野理事

これは音楽の授業の歌の実技試験の時の事故でございます。順番待ちをしてピアノのところで

待っている際に、ピアノの下で音が大きく聞こえて楽しいということで、ふざけてというか好奇

心でピアノの下でピアノの音を聞いていたということです。自分の番が近くなってきたので、飛

び出してしまった時に、グランドピアノの脚に耳がぶつかり、角になっていますので切れてしま

ったということでございます。深く切れてしまい、縫合しております。

以上でございます。

○伊藤委員長

他にご質問、ご意見ございますか。
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○山田委員

同じく事故報告Ⅰに関連いたしまして、確かに自転車の事故や廊下での出会い頭の衝突といっ

た事故が多いと感じております。１３歳以下の子どもの自転車乗車時に、ヘルメットを着用させ

る努力義務が課せられるということを何かで読みました。小平市でも左側通行であるとかそうい

った指導はしっかりしていただいているとは思いますが、やはりさらに交通ルールも含め、児

童・生徒に指導を徹底していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○伊藤委員長

他にご質問、ご意見ございますか。

では、私の方から。議会の方で防災体制や防災教育についてのご質問が２点ございまして、教

育委員会定例会でも１０月に防災教育について質問させていただいたところでございます。その

際、２月頃には都教委からの資料を受けまして、まとまったものが出せるかというご答弁もあっ

たかと思いますが、今年度は教育課程を作って、年度の体制をほぼ整えたところで震災が起きた

ということもございました。各学校で体制や教育の見直しを図ろうという動きも、あるいは意志

もあるかと思いますが、年度内ではなかなか具体化も難しかったかと思います。来年度に向けて、

これからご努力していただけるものと思いますが、教育委員会としまして、出来れば今、今まで、

そして今年度やっていること、それすら保護者、地域の方に知られていないこともあるかと存じ

ますので、やはり知ることで少し安心をしたり、より協力をしていこうというお気持ちもいただ

けると思いますので、例えば副読本の配付などもそうですけれども、現在している小さなことで

も結構ですので、そういったことを知らせることをしていただいてもいいのではないかと思いま

す。

教育庶務課長にお聞きいたしますが、３月までの間で次に教育委員会だよりが出るのがいつで、

その原稿が間に合うのがいつでしょうか。

○滝澤教育庶務課長

１２月に発行したところでございますので、次回は２月を予定してございます。この原稿の締

め切りについては、印刷期間をとりますと１月の中旬くらいかと考えております。

○伊藤委員長

では、今のお答えを受けまして、細かいことで恐縮ですが、１月の時点で間に合って、保護者、

地域の方に発表、お知らせ出来ることは何かございますでしょうか。

○内野理事

震災を受けまして、学校危機管理マニュアルの見直しを今年度図っているところでございます。
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各学校独自の取組みに良い例がありますので、全校のものを集めた中から小平ならではというの

でしょうか、地域特性ですとか、そういったものを踏まえて共通性の高いものを共通部分として、

指導課が作ることにいたしました。今、最終的な整理をしているところなのですけれども、それ

をこれから学校に提供しまして、学校独自のものや地域特性などを加味したものを、２月末位を

目途に作ってもらおうと思っております。

そして最終的には、人事異動など校内の組織体制の変更もありますので、年度が変わった時点

で、誰が何をどう分担するかとか、そういったレベルまで詰めたものを完成させようと思ってい

ます。作られたものは各学校からホームページ等で周知するといったことを考えておりますので、

学校からは発信できると思っております。１月の時点で何か発信できないかということですが、

取り組んでいる状況はご説明できるのですけれども、もう少しまとまった段階の方がいいかと感

じております。

以上でございます。

○伊藤委員長

では、よろしくお願いいたします。

他にご質問、ご意見ございませんか。

－なしの声あり－

○伊藤委員長

それでは、以上で、教育長報告事項を終了いたします。

ここまでで、冒頭に非公開と決定したものを除く議題は終了いたしました。これ以降の議事は

非公開にて取り扱いますので、関係者以外の方は、ご退席願います。

ここで休憩したいと存じます。１４時３０分まで休憩します。

午後２時１４分 休憩


